
ご遺族のための

おくやみハンドブック
～おくやみに関連したさまざまな手続きのご案内～

能美市

ご遺族の方へ
ご逝去を悼み、つつしんでお悔やみ申し上げます。
能美市では、市役所で行っていただく主な手続きにつ

いてご案内するとともに、必要となる手続きを、少しで
も負担なく行っていただけるようハンドブックにまとめ
ました。
このハンドブックが、皆様の手続きの一助となれば幸

いです。
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手続き窓口のご案内
市役所で行う手続きにつきましては、以下の窓口でご案内
しております。亡くなられた方の住民登録が能美市にある
場合を中心としたご案内になります。能美市以外の場合、
十分なご案内ができませんので、住民登録の市区町村役場
にご相談いただくことをお勧めいたします。

市役所での手続きは、通常１時間程度、手続きに時間を要
します。お時間に余裕を持ってお越しいただけるようお願
いいたします。あわせて、手続きに来庁される際は、待ち
時間の緩和のため、出来るだけ事前にご予約をお願いいた
します。

受付時間 午前９時から午後４時３０分
（平日のみ）

能美市役所 寺井サービスセンター（寺井分室内）
能美市寺井町た３５番地
（☎０７６１－５８－２２１６ FAX０７６１－５８－２２９９）

能美市役所 市民サービス課（おくやみコーナー）
能美市来丸町１１１０番地
（☎０７６１－５８－２２１３ FAX０７６１－５８－２２９３）

能美市役所 根上サービスセンター（浜小学校向かい）
能美市中町子８６番地
（☎０７６１－５８－２２１５ FAX０７６１－５５－４１１３）
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手続き時に必要となる主な持ち物

⇒その他、手続きごとに必要なものは「市役所で行う手続き一覧」

をご確認ください。

亡くなられた方のもの

□ 市役所から交付されたもの
例：印鑑登録証、いきいきパスポート（ふれあい入浴利用証）、介護用品助成券など

□ 国民健康保険被保険者証
□ 後期高齢者医療被保険者証
□ 介護保険被保険者証
□ 医療費受給資格者証
□ 各種障害者手帳
□ 住民基本台帳カード
※亡くなられた方のものが見当たらない場合は、当日その旨お知らせください。

来庁される方のもの

□ 本人確認書類
●顔写真付きのもの（１点可）
例：マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など

●顔写真付きでないもの（２点）
例：健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書など

□ 委任状
※死亡にともなう各種手続きを権限のある相続人の代理人の方が行う

場合、必要となります。

□ 認印（スタンプ印不可）
□ 預金通帳（喪主・相続人代表）
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市役所で行う手続き一覧
対象者 手続き 必要なもの 担当課 電話番号

健康
保険

国民健康保険に加入していた方
・資格喪失届
・葬祭費申請

・被保険者証
・通帳（喪主） 保険年金課

(市役所
本庁舎

１階③番)

0761-
58-2236

後期高齢者医療保険に加入していた方
・資格喪失届
・葬祭費申請
・受領申立書

・被保険者証
・通帳（喪主・相続人代表）

社会保険・健保組合・建設国保等に
加入していた方

必要な手続きや書類等は勤務先や加入していた健康保険組合等へ
お問い合わせください。

年金 年金を受給されていた方
・未支給年金請求
・死亡届 等

日本年金機構または共済組合へ
お問い合わせください。

保険年金課
(市役所
本庁舎

１階③番)

0761-
58-2236

小松年金
事務所

0761-
24-1791

介護
介護保険被保険者証をお持ちの方
（①65 歳以上、②40 歳～64 歳までの
要介護認定を受けていた方）

・資格喪失届
・被保険者証
・通帳（相続人代表）

保険年金課
(市役所
本庁舎

１階③番)

0761-
58-2236

障がい

身体障害者手帳をお持ちの方 ・手帳返還届 ・身体障害者手帳

福祉課
(市役所
本庁舎

１階⑥番)

0761-
58-2230

精神障害者保健福祉手帳を
お持ちの方

・手帳返還届 ・精神障害者保健福祉手帳

療育手帳をお持ちの方 ・手帳返還届 ・療育手帳

特別児童扶養手当の受給者または
支給対象児童の方 必要な手続きや書類等は

担当課へお問い合わせください。特別障害者手当・障害児福祉手当等を
受給していた方

子ども

配偶者の死亡により、18 歳未満の子を
養育していてひとり親家庭となる方

必要な手続きや書類等は
担当課へお問い合わせください。

子育て支援課
(市役所
本庁舎

１階④番)

0761-
58-2232

児童手当の受給者または
支給対象児童の方

児童扶養手当の受給者または
支給対象児童の方

認定こども園等を利用されている方
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対象者 手続き 必要なもの 担当課 電話番号

医療

乳幼児・児童医療費を受給していた方
（0 歳～18 歳までのお子様の保護者）

・受給資格者証の返還

必要な手続きや書類等は
担当課へお問い合わせください。

子育て支援課
(市役所
本庁舎

１階④番)

0761-
58-2232ひとり親家庭等医療費助成を

受給していた方

【亡くなった方が子ど
もの場合】
・受給資格者証の返還

心身障害者(児)医療費助成を
受給していた方

・受給資格者証の返還

福祉課
(市役所
本庁舎

１階⑥番)

0761-
58-2230

水道
水道の使用者・所有者になっていた方

・使用者・所有者の
名義変更届

上下水道課
(寺井分室

１階)

0761-
58-2260

下水道事業受益者になっており、
徴収猶予の土地をお持ちの方

・公共下水道事業受益者
変更申告書

0761-
58-2261

市税

次の税金がある方
□ 固定資産税
□ 市民税・県民税
□ 軽自動車税

・相続人代表者指定届兼
固定資産現所有者申告
書

・相続人代表者の本人確認書類

税務債権課
(市役所
本庁舎

２階⑦⑧番)

0761-
58-2206

固定資産の代納者となっていた方
・相続人代表者指定届兼
固定資産現所有者申告
書（代納者の変更）

・相続人代表者の本人確認書類

共有資産の代表者となっていた方
・共有分固定資産税に係
る代表者変更（選定）届

未登記家屋を所有していた方
・固定資産未登記家屋の
相続届出書

【下記①または②をお持ちくださ
い。】
①・相続人全員の実印及び

印鑑証明書（写し可）
②・遺産分割協議書

・相続人代表者の実印及び
印鑑証明書（写し可）

軽自動車（四輪・三輪）を持っていた方
必要な手続きや書類等は

右記の取り扱い窓口へお問い合わせください。

 軽自動車
検査協会

石川事務所

050-
3816-1853

自動二輪車（125 ㏄超）を持っていた方
北陸信越
運輸局

石川運輸支局

050-
5540-2045

原動機付自転車（125cc 以下） 、ミニカー、
小型特殊自動車を持っていた方

必要な手続きや書類等は
担当課へお問い合わせください。

税務債権課
(市役所
本庁舎

２階⑦⑧番)

0761-
58-2206

市税等を口座振替されていた方
・金融機関への口座
振替依頼書の提出また
は納付書の受け取り

税務債権課
(市役所
本庁舎

２階⑦⑧番)

0761-
58-2206

空き家 空き家を相続または管理していた方
空き家について相談がある場合は
担当課へお問い合わせください。

まち整備課
(寺井分室

２階)

0761-
58-2251

農地 農地、山林を所有していた方
【相続登記後】
・相続等による農地、
山林取得届

必要な手続きや書類等は
担当課へお問い合わせください。

農業委員会
（農林課内）

(寺井分室
３階)

0761-
58-2256

市営
住宅

市営住宅に入居されていた方 必要な手続きや書類等は担当課へお問い合わせください。
まち整備課
(寺井分室

２階）

0761-
58-2251

市営
墓地

市営墓地を使用されていた方 必要な手続きや書類等は担当課へお問い合わせください。

生活環境課
(市役所
本庁舎

２階⑨番)

0761-
58-2217
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１．戸籍・住民票等について

◇死亡届の提出・住民票の消除について
火葬がお済みの方は、死亡届は提出済みです。
死亡届が提出されるとそれに伴い住民票の消除も行われます。
能美市に住民登録や本籍がある方で、死亡届を能美市以外の市
区町村役場に提出された場合は、死亡事項の記載がある住民票
（除票）、戸籍・除籍（謄本・抄本）の交付に日数を要しますこ
とをご了承ください。

◇世帯主変更届
亡くなられた方が世帯主であった際、亡くなられた方と同じ世
帯に２人以上いる場合、死亡届の届出人の方を世帯主とさせて
いただきます。世帯主変更をご希望の際はお申し出ください。

◇戸籍謄本等の請求について
請求先は、本籍のある市区町村役場となります。本籍が能美市以
外の場合は本籍のある市区町村役場にお問い合わせください。
戸籍謄本等を請求する場合は、出生から死亡までの間の、どの部
分の戸籍が必要か、あらかじめ提出先にご確認ください。
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◇火葬許可証について
火葬許可証は死亡届が提出されたときに交付されます。休日・閉
庁時間に死亡届を提出された場合は、死亡届の記載内容で交付
いたします。訂正をご希望の際はお申し出ください。なお、火葬
許可証は納骨や改葬のときに必要となります。紛失による再交
付はできませんので大切に保管してください。

◇マイナンバーカード・通知カードについて
相続等の各種手続きに、亡くなられた方のマイナンバー（個人番
号）が必要になる場合があります。そのままお手元にお持ちくだ
さい。（※返納の必要はありません）
なお、亡くなられた方のマイナンバー（個人番号）入りの住民票
（除票）を発行することはできませんのでご注意ください。

◇印鑑登録証について
印鑑登録については亡くなられた時点で廃止となります。
印鑑登録証は返納もしくは廃棄してください。

ご不明な点は下記までお問い合わせください
市民サービス課（おくやみコーナー）
市役所本庁舎１階①・②番窓口
☎０７６１－５８－２２１３
FAX０７６１－５８－２２９３
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２．保険について
「国民健康保険」または「後期高齢者医療制度」に加入されて
いた方が亡くなられたときは、資格喪失等の手続きがあります
ので、被保険者証、相続人の通帳等をお持ちください。

◇葬祭費の申請について
「国民健康保険」または「後期高齢者医療制度」に加入されて
いた方が亡くなられたときは、喪主に対して５０，０００円が
支給されますので、喪主の通帳等をお持ちください。
※葬祭を行った日の翌日から２年以内に申請してください。
（請求権の時効）

ご不明な点は下記までお問い合わせください
保険年金課

市役所本庁舎１階③番窓口
☎０７６１－５８－２２３６
FAX０７６１－５８－２２９３
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３．年金について

◇年金受給者が死亡したとき
亡くなられた方が年金受給者の場合、未支給年金の請求等の手
続きが必要になります。

◇国民年金に加入中の方が死亡したとき
国民年金に加入中の方が亡くなられた場合、死亡後の手続きが
必要になることがあります。

ご不明な点は下記までお問い合わせください
保険年金課

市役所本庁舎１階③番窓口
☎０７６１－５８－２２３６
FAX０７６１－５８－２２９３

小松年金事務所
☎０７６１－２４－１７９１
FAX０７６１－２２－３９３３

※窓口にお越しの際は、亡くなられた方の年金証書・請求者
の本人確認書類・通帳・マイナンバーがわかるものなどをお
持ちください。

※手続きの内容によっては、小松年金事務所、共済組合等を
ご案内する場合があります。
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４．介護保険について
介護保険の被保険者証をお持ちの方が亡くなられたときは、資
格喪失等の手続きがありますので、被保険者証・相続人の通帳
等をお持ちください。

ご不明な点は下記までお問い合わせください
保険年金課

市役所本庁舎１階③番窓口
☎０７６１－５８－２２３６
FAX０７６１－５８－２２９３

５．障害福祉について
身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳のいずれ
かをお持ちの方が亡くなられたときは、返還の手続きがありま
すので、手帳をお持ちください。また、亡くなられた方が障害
者医療費助成を受けていたときは、口座変更の手続きが必要な
場合がありますので、相続人の通帳等をお持ちください。

ご不明な点は下記までお問い合わせください
福祉課

市役所本庁舎１階⑥番窓口
☎０７６１－５８－２２３０
FAX０７６１－５８－２２９４
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６．児童福祉について
お子様に関する手当てを受けている方が亡くなったときは、変
更などの手続きが必要になりますので、下記担当へお問い合わ
せください。また、１８歳以下のお子様を養育されている方
（父又は母等）が亡くなられたときに、ひとり親家庭の手当や
医療費助成の対象になることがあります。該当の有無について
お早めに下記担当へお問い合わせください。

ご不明な点は下記までお問い合わせください
子育て支援課

市役所本庁舎１階④番窓口
☎０７６１－５８－２２３２
FAX０７６１－５８－２２９３
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７．市税について

◇固定資産税・都市計画税
市内に固定資産を所有する方が亡くなられた場合、相続人に納
税義務が承継されます。亡くなられた方がおひとりで所有され
ていた固定資産がある場合は、相続人代表者指定届兼固定資産
現所有者申告書の提出が必要です。共有の固定資産の場合は、
届出が不要な場合もあります。

ご不明な点は下記までお問い合わせください
税務債権課

市役所本庁舎２階⑦⑧番窓口
☎０７６１－５８－２２０６
FAX０７６１－５８－２２９２

◇市民税・県民税（住民税）
住民税が課税される基準日は１月１日現在となっています。し
たがって、１月２日以降に亡くなられた方で、前年中に一定額
以上の所得があった場合は、相続人に納税義務が継承されるた
め、相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書の提出が必
要です。

ご不明な点は下記までお問い合わせください
税務債権課

市役所本庁舎２階⑦⑧番窓口
☎０７６１－５８－２２０６
FAX０７６１－５８－２２９２
所得税・相続税については

小松税務署
☎０７６１－２２－１１７１
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◇軽自動車税
自動二輪車・軽自動車等を所有されていた方がお亡くなりにな
られた場合、相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書の
提出、または名義変更や廃車の手続きが必要です。名義変更や
廃車の手続きについては、所有されている自動二輪車・軽自動
車等の種別によって窓口が異なりますので、詳しくは下記にお
問い合わせください。

原動機付自転車（125cc 以下）・小型特殊自動車・ミニカーについては
税務債権課

市役所本庁舎２階⑦⑧番窓口
☎０７６１－５８－２２０６
FAX０７６１－５８－２２９２

125cc を超える自動二輪車については
北陸信越運輸局石川運輸支局
☎０５０－５５４０－２０４５
FAX０７６－２０８－６００２
三輪・四輪の軽自動車については
軽自動車検査協会石川事務所
☎０５０－３８１６－１８５３
FAX０７６－２０８－５５３４

◇口座振替について
亡くなられた方の名義で口座振替が登録されていた場合、口座
振替を停止いたします。新たに口座振替または納付書納付に切
替をする場合、手続きが必要です。

ご不明な点は下記までお問い合わせください
税務債権課

市役所本庁舎２階⑦⑧番窓口
☎０７６１－５８－２２０６
FAX０７６１－５８－２２９２
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８．市営住宅について

◇市営住宅入居者が死亡したとき
亡くなられた方が市営住宅入居者の場合、入居権の承継承認手
続きや、同居者異動手続きが必要です。手続きの詳細について
は、まち整備課へお問い合わせください。

◇必要な手続き
亡くなられた方により、手続きが異なります。
（１）入居名義人が亡くなり、同居されている方がいる場合

･･････入居権の承継承認手続き※
（２）入居名義人が亡くなり、同居されている方がいない場合
･･････住宅を明け渡す手続き

(３)入居名義人の方以外が亡くなった場合
･･････同居者異動手続き

※入居承継申請については、承継できない場合があります。
承継できない場合は、明け渡しの手続きが必要になります。

ご不明な点は下記までお問い合わせください
まち整備課

市役所寺井分室２階
☎０７６１－５８－２２５１
FAX０７６１－５８－２２９８
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◇家系図（三親等内の親族）
亡くなられた方の相続関係の手続きの続柄の参考にご利用くだ
さい。

◆本人欄が亡くなられた方です。

◆続柄の数字は、一親等から三親等までの血族（①～③）と姻族（❶～❸）

を表示しています。

父 母

兄弟姉妹 兄弟姉妹 兄弟姉妹

子 子 子 子

曾祖父母 曾祖父母祖父 祖父祖母 祖母

おじ・おば おじ・おば おじ・おば

本人 配偶者

甥・姪 甥・姪 甥・姪

おじ・おば

孫 孫 孫 孫

②

①①①

②②②

① ①

②③

③ ③

③③③

②②②

❶

③ ③ ③

③ ③

② ② ③

❷

❸
曾孫 曾孫 曾孫 曾孫
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◇来庁者が相続人の代理人の場合
※戸籍・住民票に関する証明書の請求等を権限のある相続人の代理
人が行う場合は委任状が必要です。
※委任状については、下記をコピーした上で、すべて委任者が記入
してください。なお、来庁されるときは、代理人の本人確認書類（マ
イナンバーカード、運転免許証等）もあわせてお持ちください。
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